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北栄町役場 総務課情報防災室

北栄町空家等審議会
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北栄町役場 総務課情報防災室

紹介:町報への掲載（内容）
◆6月号 ７ページ

◆8月号 ７ページ
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1.日時 平成30年8月23日（木） 14：00～16：00

2.場所 大栄農村環境改善センター 2階第4会議室

3.出席者 審議会委員 5名

事務局 4名

4.報告及び議事

（１）北栄町空家等対策計画の修正提案

（２）協議会について

（３）パブリックコメントについて

（４）D判定に対する対応について

5.その他
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報告事項

（１）北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例の一部を
改正しました。

（２）北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則を
全部改正しました。

（３）北栄町老朽危険空家等除却事業費補助金交付要綱の一部を
改正しました。
※この一部改正に伴い、

本要綱は『北栄町特定空家等除却事業費補助金交付要綱』に
名称改正しました。
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議事（１）北栄町空家等対策計画の修正提案

8月1日
「北栄町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」改正し施行

主な変更点

①「空き家」→ 「空家」…特措法に合わせる。

②「特定空家等」の定義(新設)

③「北栄町空家等対策計画」を法に合わせて新設

条例改正に伴い、別添「北栄町空家対策計画」についても修正しました。なお、
本審議会において形が出来上がった後は、パブリックコメントにかけ広く周知し、
そこで出た意見等を集約した後、正式な計画として完成予定です。
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（３） パブリックコメント（Public Comment） …通称:パブコメ
行政手続法 第39条(意見公募手続き)に基づき、命令等を定めようとする

際に、公示し意見を求める。

議事（３）パブリックコメントについて

案の策定

意見を考慮

命令等の策定

結果の公示

提出された意見を十分に考慮しなければならない。また、提出された意見や、
それがどう考慮され命令等に反映されたか（されなかったか）について、命
令等の公布と同時に公示すること。

→パブリックコメントにおいて提出意見がなかった場合は、意見提出がなかった旨を公示
→パブリックコメントを実施したものの命令等を制定しないこととした場合は、制定しない旨を公示

案の公示、意見募集

原則として、案の公示日から起算して30日以上の意見提出期間を定める。
・意見の提出は、各意見公募案件の担当部局が定める
適宣の方法による。

8月下旬～9月下旬にかけての１カ月間で実施予定。



平成30年 平成31年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

１．北栄町空家等対策計画（策定）

２．パブリックコメント

①北栄町H･Pへ掲載

②事務局（とりまとめ）

③事務局（検討）

④審議会（検討）

⑤北栄町空家等対策計画（施行）

⑥北栄町空家等対策計画（施行）

北栄町空家等対策計画(策定)スケジュール

※30日以上

意見有り

意見なし

②へ
意見有り
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D判定件数 39件
指導書（発行） 28件

議事（４） D判定空家に対する対応について

内、応答があった件数 10件

この中で、
「除却方向で進める、検討する」という回答は3件

※8月1日時点

きちんと、ルールを作ろう
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事務局提案として、
・危険度：倒壊／崩壊の危険性

・地域影響:現況、支障があるか？

・立地条件:建物の場所（密集地）

について5段階で評価し、優先順位を決定し通知する。

【通知のルール】
初回通知日から1か月後に改善が見られない場合は再通知する。
限度は3回までとし返事、対応がなければ次ステップへ移行する。

議事（４） D判定空家に対する対応について

助言・指導 勧告 命令
※固定資産税
特例措置の解除

審議会 協議 審議会 協議
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議事（４） D判定空家に対する対応について

資料：
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議事（３）その他 …30年度除却実績

7月 土下地区内 1件

8月 西園地区内 1件

の補助金を活用した除却を
行いました。

また、今後3件の着手が見
込まれており、1件については
現在、起案中であり、10月
中での除却に向っている方
向です。

Before After
土蔵

母屋



北栄町空き家等審議会
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議事（２）協議会について

法では「協議会」を組織するように求めているが、既に審議会を設置している
ため、審議会で対応することとする。

また、別添にて「北栄町空家対策審議会運営要綱」をご提案しますので
協議願いします。



協議会と審議会の比較

【法第7条第1項】 市町村は、空家対策計画の作成及び変更並びに実施に関する
協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することが
出来る。

市長の諮問に応じ、第3条、第11条第2項、第12条及び第14条の規定による事項を調査審
議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき審議会を置く。

（北栄町なら8条から11条に規定する措置を行うべきか意見を聴くため審議会を置く、といった表現です。）

審議会（丹波市空家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例）

もう、審議会がある
んですけど、協議会
にしなければだめな
んでしょうか？

これに対し、
国交省・総務省

は・・・ 空家法第7条の「協議会」は地方自治法第138条の4第3項の「附属機関」
に該当するものである。既に空家等対策に関連する審議会を設置しているな
ら、当該審議会を法第7条の協議会として活用してもよい。

と、考えを表明しているので、これを根拠とします。


